
高知県こうち山の日推進事業費補助金交付要綱改正　新旧対照表

 改　正　後 現　　行

 
高知県こうち山の日推進事業費補助金交付要綱 

第１条～　第15条　（省略） 

 

附則　この要綱は、平成17年４月22日から施行する。 

附則　この要綱は、平成18年４月７日から施行する。 

附則　この要綱は、平成19年４月５日から施行する。 

附則　この要綱は、平成20年４月９日から施行する。 

附則　この要綱は、平成21年４月２日から施行する。 

附則　この要綱は、平成22年４月19日から施行する。 

附則　この要綱は、平成23年４月７日から施行する。 

附則　この要綱は、平成23年４月19日から施行する。 

附則　この要綱は、平成24年３月21日から施行する。 

附則　この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、平成26年４月４日から施行する。 

附則　この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、平成30年４月３日から施行する。 

附則　この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和５年３月22日から施行する。 

附則　この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和８年３月25日から施行する。 

附則　この要綱は、令和８年５月８日から施行する。 

高知県こうち山の日推進事業費補助金交付要綱 

第１条～　第15条　（省略） 

 

附則　この要綱は、平成17年４月22日から施行する。 

附則　この要綱は、平成18年４月７日から施行する。 

附則　この要綱は、平成19年４月５日から施行する。 

附則　この要綱は、平成20年４月９日から施行する。 

附則　この要綱は、平成21年４月２日から施行する。 

附則　この要綱は、平成22年４月19日から施行する。 

附則　この要綱は、平成23年４月７日から施行する。 

附則　この要綱は、平成23年４月19日から施行する。 

附則　この要綱は、平成24年３月21日から施行する。 

附則　この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、平成26年４月４日から施行する。 

附則　この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、平成30年４月３日から施行する。 

附則　この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和５年３月22日から施行する。 

附則　この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和８年３月25日から施行する。 

 



 別表第１（第３条関係）　（省略） 

別表第２（第４条関係）　（省略） 

別表第３（第４条関係）　（省略） 

 

別表第４（第４条関係） 

別表第１（第３条関係）　（省略） 

別表第２（第４条関係）　（省略） 

別表第３（第４条関係）　（省略） 

 

別表第４（第４条関係） 

補助対
象経費

摘要 備考

賃金 作業補助者への賃金（当日の
指導、前日までのイベントの
準備、会場整備等）

（注１）金額は、事業を行うの
に必要な最小限度の額とする
（１人１日当たり 9,700 円以
内）とする。 
（注２）事業区分 D において
は、活動１回あたりの上限を
38,800 円とする。

報償費 外部講師等への謝金 （注１）外部講師は県内在住講
師とする。 
（注２）金額は、１人１日当た
り 9,700 円以内とする。ただ
し、特段の理由がある場合は１
人１日当たり３万円以内とし、
社会通念上、妥当な額とする。 
（注３）事業を実施する団体の
職員（会員及び役員を含む）等
への講師謝金は補助対象外とす
る。

旅費 （省略） （省略）

需用費 （省略） （省略）

役務費 （省略） （省略）

委託料 （省略） （省略）

使用料
及び賃
借料

（省略） （省略） 

 補助対
象経費

摘要 備考

 賃金 作業補助者への賃金（当日の指
導、前日までのイベントの準
備、会場整備等）

（注１）金額は、事業を行うの
に必要な最小限度の額とする
（１人１日当たり 9,000 円以
内）とする。 
（注２）事業区分 D において
は、活動１回あたりの上限を３
万６千円とする。

 報償費 外部講師等への謝金 （注１）外部講師は県内在住講
師とする。 
（注２）金額は、１人１日当た
り 9,000 円以内とする。ただ
し、特段の理由がある場合は１
人１日当たり３万円以内とし、
社会通念上、妥当な額とする。 
（注３）事業を実施する団体の
職員（会員及び役員を含む）等
への講師謝金は補助対象外とす
る。

 旅費 （省略） （省略）

 需用費 （省略） （省略）

 役務費 （省略） （省略）

 委託料 （省略） （省略）

 使用料
及び賃
借料

（省略） （省略）



 その他補助対象外となる経費 
１　（省略） 

　２　（省略） 
　３　（省略） 
　４　（省略） 
　 

 

別表第５（第４条関係）　（省略） 

別表第６（第７条関係）　（省略） 

 

別記第１号様式（第５条関係）　（省略） 

別紙１　（省略） 

別紙２　（省略） 

別紙３　（省略） 

別紙４　（省略） 

第２号様式（第８条関係）　（省略） 

別紙１　（省略） 

別紙２　（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

その他補助対象外となる経費 
１　（省略） 

　２　（省略） 
　３　（省略） 
　４　（省略） 
 

 

別表第５（第４条関係）　（省略） 

別表第６（第７条関係）　（省略） 

 

別記第１号様式（第５条関係）　（省略） 

別紙１　（省略） 

別紙２　（省略） 

別紙３　（省略） 

別紙４　（省略） 

第２号様式（第８条関係）　（省略） 

別紙１　（省略） 

別紙２　（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 別紙１　（省略） 

別紙２　（省略） 

別紙３　（省略） 

別紙４　（省略） 

別紙５　（省略） 

別紙６　（省略） 

別紙７　（省略） 

第４号様式（第９条関係）　（省略） 

第５号様式（第10条関係）　（省略） 

別紙１　（省略） 

別紙２　（省略） 

別紙３　（省略） 

別紙４　（省略） 

別紙５　（省略） 

別紙６　（省略） 

別紙７　（省略） 

第４号様式（第９条関係）　（省略） 

第５号様式（第10条関係）　（省略） 


